
（様式第 4 号の 2） 

 

 
 

委 任 状  

 

                     受任者   真 庭 市 長   様  

 

    上記の者に対して、次の事項を委任します。  

 

 私が、    年  月  日 加害者             から  

受けた交通事故による損害のうち、下記の規定により、私について支給された

医療費に係る損害賠償額の請求及び受領に関すること。  

 なお、上記により受領した損害賠償額については、下記の規定により私が  

真庭市に返還すべき額に充当されたいこと。  

 

記  

  

 真庭市こども医療費給付に関する条例第４条及び第１２条  

 

 

 

 

 

 

 

     年  月  日  

 

   委任者  住 所  

 

氏 名                    印  

    

                  親権者                                              印 

 

 

 

 

 

(注)受給者（こども医療の場合は、対象となる「子ども」）が未成年または成年被後見人な

ど法律行為を制限される場合は、親権者など法定代理人の方が署名してください。 

 



 

 

[裏面] 

 

 真庭市こども医療費給付に関する条例（抜粋）  

  （平成17年真庭市条例第142号） 

 （医療費の範囲） 

第４条  この条例により給付する医療費は、医療保険各法の規定による療養の給付、療養  

 費の支給、保険外併用療養費の支給、特別療養費の支給、家族療養費の支給、訪問看護  

 療養費の支給又は家族訪問看護療養費の支給、移送費の支給、家族移送費の支給の対象  

 となる療養（食事療養を除く。）を受けた場合において、当該療養に要する費用のうち、  

 医療保険各法の規定により被保険者等が負担することとなる費用（医療保険各法の規定  

 による附加給付金又は他の法令等の規定による公費負担金がある場合は、その額を控除  

 した額）とする。 

 

 （損害賠償との調整） 

第１２条  市長は、受給資格者が病気又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、当該賠償  

 額の限度において給付の決定をした医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に給  

 付した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。  

 

 

 


